
 

 

令和 4 年 12 月 21 日 

 

第１１４回 神戸市個人情報保護審議会 

 

 

 

 

 

新たに個人情報等を電子計算機 

処理することについて 

（報告） 

 

 



 
第 1 1 4 回 神 ⼾ 市 個 ⼈ 情 報 保 護 審 議 会 資 料 

新たに個人情報等を電子計算機処理することについて（報告） 

【神戸市個人情報保護条例第 11 条第 1 項及び第２項第２号，類型事項（答申 910 号）別紙 1（条例第 11 条第 1 項）及び別

紙２に基づく報告事項】 

システム名（事業名） 概要 システム稼働（業務開始）時期 実施機関 

福祉情報システム 福祉局・こども家庭局・健康局が所管する約 50 事

業において申請～給付までの資格管理等を行うシ

ステムである福祉情報システムの改修を行う。 

 

令和５年５月８日 福祉局くらし支援課 

生活保護システム 生活保護の申請～決定、保護費支給、ケース台帳

管理において運用するシステムである生活保護シ

ステムの改修を行う。 

 

令和５年５月８日 福祉局保護課 

Microsoft Office 365（イ

ンターネット回線で利用

するもの） 

インターネット回線に接続した iPad にて、

Microsft Teams を使用して業者、市民との Web 会

議を実施し、Web 会議で使用する機密情報を含むデ

ータを OneDrive 上に保存する。 

 

令和４年７月１日 消防局予防部査察課 

市有建築物マネジメント

システム 

市有建築物の情報(建物情報・設備機器リスト・点

検情報・不具合情報等)をデータベース化し、解析・

統計処理、修繕の優先度判定を行い、施設所管課の

施設管理を支援する。 

 

 

令和４年８月１日 建築住宅局保全課 
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第 1 1 4 回 神 ⼾ 市 個 ⼈ 情 報 保 護 審 議 会 資 料 

システム名（事業名） 概要 システム稼働（業務開始）時期 実施機関 

クラウドサービスを利用

する新聞づくり支援サー

ビス「ことまど」 

自動レイアウト調整等の機能により新聞づくりを

支援する Web サービス「ことまど」を用い、児童生

徒が各種活動をもとに新聞づくりを行い、活動に対

する理解の深まり、分かりやすい文章の作成方法の

習得など総合的な学習に活用する。 

 

令和４年８月 31 日 教育委員会教科指導

課 

ChoiceRESERVE 西市民病院で、無侵襲的出生前遺伝学的検査

（NIPT）の受検を希望する患者が、本予約システム

に患者情報を入力し予約を取得するためのツール。 

令和４年９月１日 地方独立行政法人神

戸市民病院機構 神戸

市立医療センター西

市民病院 

プロジェクト進捗管理・共

有システム 

「都市と六甲山の２拠点ワークスタイル普及のた

めの企業への集中的アプローチ業務」の委託業務に

関する各種タスク進捗状況、各種情報（企業との交

渉・面談記録）を関係者（神戸市・委託先）で共有・

管理するための SaaS 型プロジェクト管理ツール。 

 

令和４年９月１日 経済観光局観光企画

課 

危機管理システム 消防局、区役所、建設事務所等、各所属が災害関

連情報を入手した際に、各所属がシステムに情報を

入力し、関係所属で迅速、正確に共有し、各所属の

防災業務の適正化に資することで、市民の身体、財

産を守る。 

 

令和４年９月２３日 危機管理室 
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第 1 1 4 回 神 ⼾ 市 個 ⼈ 情 報 保 護 審 議 会 資 料 

システム名（事業名） 概要 システム稼働（業務開始）時期 実施機関 

Region Ring ブロックチェーンによる経済的・社会的価値の創

出により地域課題を統合的に解決するデジタルプ

ラットフォームである地域課題解決型デジタル地

域通貨サービス「Region Ring®」を用いて「スマー

ト給付」を実施する。 

 

令和４年 10 月１日 福祉局介護保険課 

まちの美緑花ボランティ

ア活動報告書 

「まちの美緑花ボランティアに関する要綱（令和

３年４月１日建設局長決定）」第 11 条に基づくボラ

ンティア活動報告書の提出をウェブフォームへの

入力により行う。 

 

令和４年 10 月１日 建設局西部建設事務

所 

oVice ひきこもり当事者が自宅等に居ながら参加できる

バーチャルスペースを構築し、参加者相互の話し合

いによる知識や経験の共有や、就労に向けた研修会

の実施等を通じて、ひきこもり当事者の社会参加を

支援する。 

 

令和４年 10 月１日 福祉局ひきこもり支

援室 

こべっこあそびひろば・六

甲アイランド 予約シス

テム 

こべっこあそびひろば・六甲アイランドの利用予

約および利用者情報の管理を行うためのツール。 

 

 

 

令和４年 10 月１日 こども家庭局こども

青少年課 
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第 1 1 4 回 神 ⼾ 市 個 ⼈ 情 報 保 護 審 議 会 資 料 

システム名（事業名） 概要 システム稼働（業務開始）時期 実施機関 

有人チャット応対システ

ム（MOBI AGENT・Kintone） 

市 HP 上に有人チャット応対システムを埋め込み、

市民からの問合せをチャットで受け付ける。入力さ

れた市民からの質問を電話によることなく、チャッ

トで応答することで、新たな問合せチャネルの実証

実験を行う。 

 

令和４年 10 月 17 日 市長室広報戦略部 

ＣｈｅＸ（チェクロス） 現地での施設検査のため、電子化された図面をタ

ブレット端末（iPad）で持ち出し、メモや写真等の

補記を行う。複数名で画面の共有ができ、複数名で

同期をとって補記の更新が行える。 

 

令和４年 11 月１日 健康局食品衛生課 

オンラインプラットフォ

ーム（D-Agree） 

市民がオンライン上で、特定のテーマについて相

互に議論を行うことを可能とするオンラインプラ

ットフォームを構築し、実証実験を行う。 

 

令和４年 11 月下旬 市長室広報戦略部 

事業系ごみ指定袋管理シ

ステム 

事業系ごみ指定袋の販売業務を委託している法

人・販売店情報の管理、一般廃棄物処分手数料等の

請求に係る収納情報（販売数の入力・在庫数等）の

管理、各販売店への配送数の管理及び決算・統計資

料の作成等を行う。 

 

 

令和４年 12 月１日 環境局環境創造課 
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第 1 1 4 回 神 ⼾ 市 個 ⼈ 情 報 保 護 審 議 会 資 料 

システム名（事業名） 概要 システム稼働（業務開始）時期 実施機関 

学生コミュニティネット

ワーク 

地域貢献ボランティアや、イベント・セミナーな

どの検索・応募を行うプロジェクトマッチング機能

を核として、ポイントの付与・利用、公共施設等で

使えるクーポンの配布、アンケート・各種情報の配

信機能などを含めた総合的なツール。 

 

令和４年 12 月１日 企画調整局参画推進

課 

インターネット受付シス

テム 

コンビニで収納された税の収納情報を収納代行業

者において取りまとめ、税務課が当該収納情報を、

インターネットを通じてダウンロードするシステ

ム。現在、ISDN 回線による収納データの受け取りを

行っているが、当該サービスの終了（R4.12 月）に

伴い、インターネット回線によるものへ変更する。 

 

令和４年 12 月下旬 行財政局税務部税務

課 

国民健康保険システム（コ

ンビニ収納データ受信端

末） 

コンビニで収納された国民健康保険料の収納情報

を収納代行業者において取りまとめ、国保システム

運用保守業者が当該情報を、インターネットを通じ

てダウンロードするシステム。現在、ISDN 回線によ

る収納データの受け取りを行っているが、当該サー

ビスの終了（R4.12 月）に伴い、インターネット回

線によるものへ変更する。 

 

 

令和４年 12 月下旬 福祉局国保年金医療

課 
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第 1 1 4 回 神 ⼾ 市 個 ⼈ 情 報 保 護 審 議 会 資 料 

システム名（事業名） 概要 システム稼働（業務開始）時期 実施機関 

軽 JNKS（軽 JNKS への納付

情報データの登録及び登

録状況の照会） 

令和３年度税制改正大綱に基づき、令和５年１月

より軽自動車税関係手続きの電子化が全国一斉開

始される。これに伴い、地方団体（税収滞納システ

ム）は軽自動車の継続検査手続きに必要な納税証明

可否情報（納付情報）を軽 JNKS に登録し、軽 JNKS

は軽自動車検査協会からの照会に結果を応答する。 

 

令和５年１月１日 行財政局税務部収納

管理課 

神戸市地域サービス情報

システム（あじさいネッ

ト） 

野球場、球技場、テニスコート等の市の施設（40

施設）の抽選予約・利用申込及び料金精算などをパ

ソコン・スマートフォン等で行うことができる「あ

じさいネット」の再構築を行い、オンライン利用者

登録後、Web 口座振替かクレジットカード支払を選

択出来るようにする。 

 

令和５年２月１日 企画調整局デジタル

戦略部 

定期券 WEB 予約システム 利用者はインターネットにて必要な情報（氏名、

生年月日等）を入力して購入予約を行い、交通局は

予約情報を審査し、承認通知を発送する。承認を受

けた利用者は、駅設置の自動定期券発行機にて定期

券を購入できるようになる。 

 

 

 

令和５年３月１日 交通局営業推進課 
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第 1 1 4 回 神 ⼾ 市 個 ⼈ 情 報 保 護 審 議 会 資 料 

システム名（事業名） 概要 システム稼働（業務開始）時期 実施機関 

e-KOBE データ連携ツール 職員が電子申請データを受領した後、事務処理用

端末で行っているデータの入力や登録、突合作業等

の定型業務に活用することで、職員の業務量を削減

し業務効率の向上を行うことを目的とした連携ツ

ール。 

 

令和５年３月１日 企画調整局デジタル

戦略部 

施設予約システム【いつで

も貸館】 

KIITO（デザインクリエイティブセンター神戸）で

の貸会議室予約業務において、市民からの予約受付

を、SaaS 型クラウドサービスを利用して、インター

ネットを通じて行うことができるようにする。 

 

令和５年４月１日 企画調整局参画推進

課 

地方税共通納税システム

対象税目拡大にかかる共

通納税インターフェース

システム（共通納税 IFS へ

の納付書情報の連携及び

連携結果の確認等） 

令和３年度税制改正大綱に基づき、令和５年度以

後課税分からの共通納税システム対象税目拡大が

全国一斉開始となる。 

神戸市（税収滞納システム）は、納税義務者に発

付する納付書に記載の「eL 番号」に対応する納付書

情報を、共通納税インターフェースシステムの「統

一納付書マスタ」にアップロードする。納税義務者

は、納付書に記載の eL 番号の入力もしくは eLQR の

読取にて、統一納付書マスタに照会し、納付を行う。 

 

令和５年４月１日 行財政局税務部収納

管理課 
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（様式３） 

企 デ 第 2 5 6 8 号 の 2 

令和 4 年 9 月 2 1 日 

神戸市個人情報保護審議会 

会長  西村 裕三 様 

 

神戸市企画調整局デジタル戦略部長 

（神戸市情報セキュリティ統括責任者） 

 

神戸市個人情報保護条例第 11条（電子計算機処理）の類型事項の適用に係る副申 

 

新たに個人情報を電子計算機処理しようとする下記の事案について，本市の情報セキュリ

ティポリシーに適合し，物理的・人的・技術的対策が適正に講じられていることを確認いた

しました。 

 

記 

 

１ 件名（システムの名称） 

福祉情報システム 

 

２ システムの概要 

福祉情報システムは、福祉局・こども家庭局・健康局が所管する約 50 事業において申請

～給付までの資格管理等を行うシステムである。 

 

３ 構築するシステムの構成図 別図のとおり 

 

４ 取扱う個人情報データの流れ 別図のとおり 

 

５ システム稼働（業務開始）時期 令和 5 年 5 月 8日から 

 

６ 適用させる類型事項 

新たに個人情報を電子計算機処理することについて 

条例 11 条第１項 類型 10，条例 11 条第２項第２号 類型３ 

（情報セキュリティポリシーに適合した情報システムの構築） 

 

７ 実施機関（所属の名称） 

福祉局くらし支援課 
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（様式３） 

企 デ 第 3 2 3 6 号 の 2 

令和 4 年 10 月 24 日 

神戸市個人情報保護審議会 

会長  西村 裕三 様 

 

神戸市企画調整局デジタル戦略部長 

（神戸市情報セキュリティ統括責任者） 

 

神戸市個人情報保護条例第 11 条（電子計算機処理）の類型事項の適用に係る副申 

 

新たに個人情報を電子計算機処理しようとする下記の事案について，本市の情報セキュリ

ティポリシーに適合し，物理的・人的・技術的対策が適正に講じられていることを確認いた

しました。 

 

記 

 

１ 件名（システムの名称） 

プロジェクト進捗管理・共有システム 

 

２ システムの概要 

委託業務に関する各種タスク進捗状況、各種情報（企業との交渉・面談記録）を関係者（神

戸市・委託先）で共有・管理するための Saas 型プロジェクト管理ツール。 

※「都市と六甲山の２拠点ワークスタイル普及のための企業への集中的アプローチ業務」。

六甲山上へのワークスペースの設置やシェアオフィス等への利用登録の可能性がある企業

に対し、アプローチを実施する業務 

 

３ 構築するシステムの構成図 別図のとおり 

 

４ 取扱う個人情報データの流れ 別図のとおり 

 

５ システム稼働（業務開始）時期 令和 4 年 9 月から 

 

６ 適用させる類型事項 

新たに個人情報を電子計算機処理することについて 

条例 11 条第１項 類型 10 

（情報セキュリティポリシーに適合した情報システムの構築） 

 

７ 実施機関（所属の名称） 

経済観光局観光企画課  
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（様式３） 

企 デ 第 2 7 4 1 号 － 2 

令和 4 年 9 月 2 2 日 

神戸市個人情報保護審議会 

会長  西村 裕三 様 

 

神戸市企画調整局デジタル戦略部長 

（神戸市情報セキュリティ統括責任者） 

 

神戸市個人情報保護条例第 11 条（電子計算機処理）の類型事項の適用に係る副申 

 

新たに個人情報を電子計算機処理しようとする下記の事案について，本市の情報セキュリ

ティポリシーに適合し，物理的・人的・技術的対策が適正に講じられていることを確認いた

しました。 

 

記 

 

１ 件名（システムの名称） 

危機管理システム 

 

２ システムの概要 

消防局、区役所、建設事務所等、各所属が災害関連情報を入手した際に、システムに情報

を各所属が入力し、これを関係所属で迅速、正確に共有し、各所属の防災業務の適正化に

資することで、市民の身体、財産を守ることを目的とする。 

 

３ 構築するシステムの構成図 別図のとおり 

 

４ 取扱う個人情報データの流れ 別図のとおり 

 

５ システム稼働（業務開始）時期 必要手続きが完了次第直ちに 

 

６ 適用させる類型事項 

新たに個人情報を電子計算機処理することについて 

条例 11 条第１項 類型 10 

（情報セキュリティポリシーに適合した情報システムの構築） 

 

７ 実施機関（所属の名称） 

危機管理室 
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システム構成図 

 

【認証】ID+PW ＊専用端末は施錠ﾛｯｶｰ管理 【認証】ID+PW+IC カード 【認証】ID+PW+ 
顔・指認証 

3
4



 

危機管理システム 個人情報データの流れ 

 

危機管理システム クラウドサービスセンター 

危機管理室 本庁各課 区役所・出先機関 

＊モバイル端末は個人情報を取扱わない 

専用ＰＣ 事務処理用ＰＣ 事務処理用ＰＣ 

入力 
・通報者情報 
・被害場所情報 

閲覧 
・通報者情報 
・被害場所情報 

入力 
・通報者情報 
・被害場所情報 

閲覧 
・通報者情報 
・被害場所情報 

閲覧 
・通報者情報 
・被害場所情報 

入力 
・通報者情報 
・被害場所情報 

インターネット網 

TLS 回線 TLS 回線 TLS 回線 

3
5



36



37



3
8



39



40



4
1



42



43



4
4



45



46



4
7



48



49



5
0



51



52



5
3



54



（様式３） 

企 デ 第 3 3 7 6 号 － 2 

令 和 4 年 1 1 月 9 日 

神戸市個人情報保護審議会 

会長  西村 裕三 様 

 

神戸市企画調整局デジタル戦略部長 

（神戸市情報セキュリティ統括責任者） 

 

神戸市個人情報保護条例第 11 条（電子計算機処理）の類型事項の適用に係る副申 

 

新たに個人情報を電子計算機処理しようとする下記の事案について，本市の情報セキュリ

ティポリシーに適合し，物理的・人的・技術的対策が適正に講じられていることを確認いた

しました。 

 

記 

 

１ 件名（システムの名称） 

オンラインプラットフォーム（D-Agree） 

 

２ システムの概要 

市民がオンライン上で、特定のテーマについて相互に議論を行うことを可能とするオンラ

インプラットフォームを構築し、実証実験を行う。 

 

３ 構築するシステムの構成図 別図のとおり 

 

４ 取扱う個人情報データの流れ 別図のとおり 

 

５ システム稼働（業務開始）時期 令和 4 年 11 月下旬から 

 

６ 適用させる類型事項 

新たに個人情報を電子計算機処理することについて 

条例 11 条第１項 類型 10 

（情報セキュリティポリシーに適合した情報システムの構築） 

 

７ 実施機関（所属の名称） 

市長室広報戦略部  
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（様式３） 

企 デ 第 3 8 7 0 号 － 2 

令和 4 年 12 月 13 日 

神戸市個人情報保護審議会 

会長  西村 裕三 様 

神戸市企画調整局デジタル戦略部 

情 報 政 策 担 当 課 長 

（神戸市情報セキュリティ管理者） 

 

神戸市個人情報保護条例第 11 条（電子計算機処理）の類型事項の適用に係る副申 

 

新たに個人情報を電子計算機処理しようとする下記の事案について、本市の情報セキュリ

ティポリシーに適合し、物理的・人的・技術的対策が適正に講じられていることを確認いた

しました。 

記 

 

１ 件名（システムの名称） 

国民健康保険システム（コンビニ収納データ受信端末） 

（現在、ISDN 回線（閉域網相当の回線）による収納データの受け取りを行っている 

 が、当該サービス（NTT が提供）の終了（R4.12 月）に伴い、インターネット回線 

によるものへ変更されるものである。） 

 

２ システムの概要 

コンビニで収納された国民健康保険料の収納情報を収納代行業者において取りまとめ、 

国保システム運用保守業者が当該情報をインターネットを通じてダウンロードする 

もの。 

 

３ 構築するシステムの構成図 別図のとおり 

 

４ 取扱う個人情報データの流れ 別図のとおり 

 

５ システム稼働（業務開始）時期 令和 4 年 12 月 

 

６ 適用させる類型事項 

新たに個人情報を電子計算機処理することについて 

条例 11 条第１項 類型 10 

（情報セキュリティポリシーに適合した情報システムの構築） 

 

７ 実施機関（所属の名称） 

福祉局国保年金医療課 
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システム名 国⺠健康保険システム（コンビニ収納データ受信端末）
システム構成図

収納代⾏業者

通信ソフトウェア
（ACMS APEX）

サーバ

国保システム運用保守業者

【通信】 TLS

【データ】
収納情報

【命令】
ダウンロード要求

【回線】インターネット
通信ソフトウェア
（Biware）

USBメモリ
【認証】ID/パスワード
【データ】収納情報

コンビニ収納データ受信端末

【認証】ICカード

コンビニ収納データ中継端末
（基幹系）

【認証】ICカード
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（様式３） 

企 デ 第 3 5 3 5 号 － 2 

令和 4 年 12 月 13 日 

神戸市個人情報保護審議会 

会長  西村 裕三 様 

神戸市企画調整局デジタル戦略部長 

（神戸市情報セキュリティ統括責任者） 

 

神戸市個人情報保護条例第 11条（電子計算機処理）の類型事項の適用に係る副申 

 

新たに個人情報を電子計算機処理しようとする下記の事案について、本市の情報セキュリ

ティポリシーに適合し、物理的・人的・技術的対策が適正に講じられていることを確認いた

しました。 

記 

 

１ 件名（システムの名称） 

軽 JNKS（軽 JNKS への納付情報データの登録及び登録状況の照会） 

※ 軽 JNKS：自動車税納付確認システム。市区町村が賦課徴収する軽自動車税（種別割）の車両ごとの納付状況を、   

軽自動車検査協会がオンラインで確認するシステム 

 

２ システムの概要 

令和 3 年度税制改正大綱に基づき、令和 5 年 1月より軽自動車税関係手続きの電子化が

全国一斉開始される。これに伴い、地方団体（税収滞納システム）は軽自動車の継続検査

手続きに必要な納税証明可否情報（納付情報）を軽 JNKS に登録し、軽 JNKS は軽自動車検

査協会からの照会に結果を応答する。 

 

３ 構築するシステムの構成図 別図のとおり 

 

４ 取扱う個人情報データの流れ 別図のとおり 

 

５ システム稼働（業務開始）時期 令和 5 年 1 月 

 

６ 適用させる類型事項 

新たに個人情報を電子計算機処理することについて 

条例 11 条第１項 類型 10 

（情報セキュリティポリシーに適合した情報システムの構築） 

 

７ 実施機関（所属の名称） 

行財政局税務部収納管理課 

70



システム名 軽JNKS
システム構成図

【特定通信】
基幹系に設置する連携用サーバ（図上「基幹系サーバ」）との通信
※税収滞納システムから連携用サーバへはUSBでのデータ受け渡しとなります。

【情報系NW】

【LGWAN-ASP】
サービス名：J-LIS ASP軽自動車税アプリケーションサービス
ASPコード：A901005 

※地方税共同機構が構築するシステム。

共通納税IFSの運用は地方税共同機
構が行うものとなります。

7
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（様式３） 

企 デ 第 3 1 9 7 号 の 2 

令和 4 年 1 1 月 9 日 

神戸市個人情報保護審議会 

会長  西村 裕三 様 

 

神戸市企画調整局デジタル戦略部長 

（神戸市情報セキュリティ統括責任者） 

 

神戸市個人情報保護条例第 11条（電子計算機処理）の類型事項の適用に係る副申 

 

新たに個人情報を電子計算機処理しようとする下記の事案について，本市の情報セキュリ

ティポリシーに適合し，物理的・人的・技術的対策が適正に講じられていることを確認いた

しました。 

 

記 

 

１ 件名（システムの名称） 

神戸市地域サービス情報システム（あじさいネット） 

 

２ システムの概要 

あじさいネットは、市の施設（40施設）である野球場、球技場、テニスコートの施設情報

の提供、抽選予約・利用申込及び料金精算などを、自宅からのパソコン・スマートフォン等

を用いて簡単に行うことができるシステムである。再構築を行い、オンライン利用者登録後、

Web 口座振替かクレジットカード支払を選択出来るようにする。 

 

３ 構築するシステムの構成図 別図のとおり 

 

４ 取扱う個人情報データの流れ 別図のとおり 

 

５ システム稼働（業務開始）時期 令和 5 年 2 月 1日から 

 

６ 適用させる類型事項 

新たに個人情報を電子計算機処理することについて 

条例 11 条第１項 類型 10 

（情報セキュリティポリシーに適合した情報システムの構築） 

 

７ 実施機関（所属の名称） 

企画調整局デジタル戦略部 
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別図 

 

クレジットカード決済事業者とは、ソニーペイメントサービス株式会社を指す。
システム構成図(クレジットカード編)

あじさいネット

カード会社

TLS

TLS

クレジットカード払い収納データ*
（施設使用料等）

クレジットカード
決済事業者*

口座振替データ
（施設使用料等）

データ処理事業者

①支払い方法選択
（クレジットカード決済）

② 画⾯上でクレジットカード番号等を⼊⼒

④ カード情報確認後、
あじさいネットで予約開始

■送受信データ
A【カード情報登録保持】マーチャントID、取引日付、加盟店情報、処理結果コード、支払い区分、利用金額、トークン、処理番号、

店舗コード、会員ID、カード番号、カード有効期限、セキュリティコード
B【カード紐づけ】 処理通番、取引日付、処理区分、処理結果コード、会員ID
C【請求処理】 マーチャントID、処理通番、取引日付、処理区分、プロセスID、店舗コード、支払区分、利用区分、トークン、処理番号

C

Web口座登録受
付事業者*

利用者
パソコン、スマホ等

③ API連携

A

C

⑤ 請求処理時にデータ連携
12条諮問済

B

B

B
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（様式３） 

企 デ 第 3 6 3 0 号 の 2 

令和 4 年 11 月 25 日 

神戸市個人情報保護審議会 

会長  西村 裕三 様 

 

神戸市企画調整局デジタル戦略部情報政策担当課長 

（神戸市情報セキュリティ管理者） 

 

神戸市個人情報保護条例第 11 条（電子計算機処理）の類型事項の適用に係る副申 

 

新たに個人情報を電子計算機処理しようとする下記の事案について，本市の情報セキュリ

ティポリシーに適合し，物理的・人的・技術的対策が適正に講じられていることを確認いた

しました。 

 

記 

 

１ 件名（システムの名称） 

定期券 WEB 予約システム 

 

２ システムの概要 

利用者はインターネットにて定期券購入に必要な情報（氏名、生年月日等）を入力し、購

入予約を行う。交通局はシステムを通じて、予約情報を審査し、承認通知を発送。利用者は、

駅設置の自動定期券発行機にて定期券を購入する。 

 

３ 構築するシステムの構成図 別図のとおり 

 

４ 取扱う個人情報データの流れ 別図のとおり 

 

５ システム稼働（業務開始）時期 令和 5 年 3 月から 

 

６ 適用させる類型事項 

新たに個人情報を電子計算機処理することについて 

条例 11 条第１項 類型 10 

（情報セキュリティポリシーに適合した情報システムの構築） 

 

７ 実施機関（所属の名称） 

交通局営業推進課  
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AWS

一般回線（HTTPS）

【定期券発売所】
係員操作端末

【各駅】
定期券発売機

神戸市交通局

専用回線
（AWS Direct Connect）

旅客端末

定期券WEB
予約システム

広域LAN 広域LAN

局内NW

凡例

中継サーバ

ファイアウォール

L3スイッチ

事務の流れ

①・⑫

②・⑥・⑫

③・⑤・⑬

④・⑬
⑦・⑩

⑧・⑪

⑨

１ 定期券の予約
①利用者がインターネットで定期券の購入予約をする
②定期券WEB予約システムから利用者へ予約の登録完了通知を送信する
③係員操作端末で定期券WEB予約システムから予約情報を照会する
④定期券WEB予約システムから係員操作端末へ予約情報を送信する
⑤係員操作端末から定期券WEB予約システムへ審査結果を送信する
⑥定期券WEB予約システムから利用者へ審査結果の通知を送信する

２ 予約した定期券の購入
⑦利用者が自動定期券発売機を操作する
⑧自動定期券発売機が定期券WEB予約システムから予約情報を照会する
⑨定期券WEB予約システムから自動定期券発売機へ予約情報を送信する
⑩自動定期券発売機が予約情報を基に定期券を発行する
⑪自動定期券発売機が定期券WEB予約システムへ発行完了通知を送信する

３ 予約内容の確認
⑫利用者が自身の予約情報を確認する
⑬係員操作端末で予約情報や発行状態を確認する

システム構成図
定期券WEB予約システム事務の流れ
及び取扱う個人情報

神戸市交通局所管（委託含む）
(株)スルッとKANSAI

（システム管理）

12条諮問
※⻩⾊部分

A

B

C

取扱う個人情報

A

B

C 氏名、性別、生年月日、電話番号、予約番号、定期情報、Idi

氏名、性別、生年月日、電話番号、住所、郵便番号、学校名、メールアドレス、予約する定期情報、予約番号
証明書画像（通学証明書、学生証）、本人確認書類画像（健康保険証など）
Aと同様

(株)スルッとKANSAI
(システム管理)

委託事業者
（中継サーバ運用委託）

一般回線（VPN通信）

スルッとKANSAI所管

12条諮問
※⻩⾊部分
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（様式４） 

   企デ第 3 9 5 7 号 

令和４年 1 2 月 1 9 日 

 

神戸市個人情報保護審議会 

会長  西村 裕三 様 

 

神戸市長 久 元 喜 造 

 

神戸市個人情報保護条例第 11 条（電子計算機処理）の類型事項の適用について（報告） 

 

下記の電子計算機処理については，本市の情報セキュリティポリシーに適合し，物理的・

人的・技術的対策が適正に講じていることについて，神戸市情報セキュリティ責任者の確認

を経て，実施しましたことをご報告いたします。 

 

記 

 

１ 件名（システムの名称） 

e-KOBE データ連携ツール 

 

２ システムの概要 

職員が電子申請データを受領した後、事務処理用端末で行っているデータの入力や登録、

突合作業等の定型業務に活用することで、職員の業務量を削減し業務効率の向上を行うこと

を目的とした連携ツール 

 

３ 構築するシステムの構成図 別図のとおり 

 

４ 取扱う個人情報データの流れ 別図のとおり 

 

５ システム稼働（業務開始）時期 令和 5 年 3 月から 

 

６ 適用させる類型事項 

新たに個人情報を電子計算機処理することについて 

条例 11 条第１項 類型 10 

（情報セキュリティポリシーに適合した情報システムの構築） 

 

７ 実施機関（所属の名称） 

企画調整局デジタル戦略部 
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（様式３） 

企 デ 第 3 8 9 2 号 の 2 

令和 4 年 12 月 19 日 

神戸市個人情報保護審議会 

会長  西村 裕三 様 

 

神戸市企画調整局デジタル戦略部情報政策担当課長 

（神戸市情報セキュリティ管理者） 

 

神戸市個人情報保護条例第 11 条（電子計算機処理）の類型事項の適用に係る副申 

 

新たに個人情報を電子計算機処理しようとする下記の事案について，本市の情報セキュリ

ティポリシーに適合し，物理的・人的・技術的対策が適正に講じられていることを確認いた

しました。 

 

記 

 

１ 件名（システムの名称） 

e-KOBE データ連携ツール 

 

２ システムの概要 

職員が電子申請データを受領した後、事務処理用端末で行っているデータの入力や登録、

突合作業等の定型業務に活用することで、職員の業務量を削減し業務効率の向上を行うこと

を目的とした連携ツール 

 

３ 構築するシステムの構成図 別図のとおり 

 

４ 取扱う個人情報データの流れ 別図のとおり 

 

５ システム稼働（業務開始）時期 令和 5 年 3 月から 

 

６ 適用させる類型事項 

新たに個人情報を電子計算機処理することについて 

条例 11 条第１項 類型 10 

（情報セキュリティポリシーに適合した情報システムの構築） 

 

７ 実施機関（所属の名称） 

企画調整局デジタル戦略部 
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ツール活用による簡易審査イメージ

Storage (S3)

TKC 
LGWAN-ASP

Amazon Athena

スマート申請
システム

電子申請
フォーム

市⺠

webAPI

職員

加工データ

ツールによるデータ取得・審査フロー

①webAPIによる電子申請データのダウンロード

②LGWANのgatewayサービスを経由して、awsに接続、athenaを活
用して必要情報を取得
（電子申請データのカナ氏名・生年月日等を元にAWSのデータ連携
基盤に照会をかける。業務宛名番号等を取得して申請データに取得
情報を付加する）データを加工し、連携ツールサーバーに返す。

③付加情報も含めたデータを全庁ファイルサーバーに保存

①

③ 全庁ファイル
サーバー

② 申請データ

連携ツールサーバー
（仮想化基盤）

申請データ

日次でタスク
スケジュール

g
a
t
e
w
a
y

LGWAN領域

LGWANーFW LGWANーFW

LGWAN-ASP
AWS Cloud

8
0



ツール活用によるエクセル出⼒イメージ

TKC 
LGWAN-ASP

スマート申請
システム

申請フォーム

市⺠

ツールによるデータ取得・一覧等作成フロー

①webAPIによる申請データのダウンロード

②データ加工の上でエクセルに出力
（取得したデータを任意のシート・セルなどに出力）

②

エクセルデータ

webAPI

職員

①申請データ

メール受信で
確認

LGWAN領域

LGWANーFW

連携ツールサーバー
（仮想化基盤）
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ツール活用による審査結果更新イメージ

TKC 
LGWAN-ASP

スマート申請
システム

申請フォーム

市⺠

ツールによるデータ取得・一覧等作成フロー

①webAPIによる申請データのダウンロード

②別途、職員が手作業による審査実施

③職員が審査結果を所定フォルダに配置

④配置された一覧を元に、webAPIによる申請データ
の審査情報の更新

② 審査結果一覧

webAPI

職員

① 申請データ

メール受信で
実施

所定フォルダ
に配置

③

④

LGWAN領域

LGWANーFW

連携ツールサーバー
（仮想化基盤）

webAPI
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システム名 施設予約システム【いつでも貸館】
システム構成図

データセンター

施設予約システム
【いつでも貸館】

Webサーバ

【回線】
インターネット

利用者（市⺠）

PC・スマートフォン

【通信】
TLS

【認証】
ID＋パスワード

【データ】
利用者情報

【回線】
インターネット

神⼾市/
デザインクリエイティブセンター神⼾

事務処理用PC

【認証】
ID＋パスワード
IPアドレスでの制限も可能

【通信】
TLS

【データ】
利用者情報、職員情報
施設情報
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（様式３） 

企 デ 第 3 5 3 5 号 － 2 

令和 4 年 12 月 13 日 

神戸市個人情報保護審議会 

会長  西村 裕三 様 

企画調整局デジタル戦略部 

情 報 政 策 担 当 課 長 

（情報セキュリティ管理者） 

 

神戸市個人情報保護条例第 11条（電子計算機処理）の類型事項の適用に係る副申 

 

新たに個人情報を電子計算機処理しようとする下記の事案について、本市の情報セキュリ

ティポリシーに適合し、物理的・人的・技術的対策が適正に講じられていることを確認いた

しました。 

記 

 

１ 件名（システムの名称） 

地方税共通納税システム対象税目拡大にかかる共通納税インターフェースシステム 

（共通納税 IFS への納付書情報の連携及び連携結果の確認等） 

※ 共通納税 IFS：地方税共同機構が運営する地方税共通納税システムに対し、対象とする税目や収税チャネルの拡大

に向けたシステム対応において、地方公共団体が発付する納付書に印刷される QR コードを活用  

した電子納付を実現するためのインターフェースシステム。 

 

２ システムの概要 

令和 3 年度税制改正大綱に基づき、令和 5 年度以後課税分からの共通納税システム 

対象税目拡大が全国一斉開始となる。神戸市（税収滞納システム）は、納税義務者に  

発付する納付書に記載の「eL 番号」に対応する納付書情報を、共通納税インター    

フェースシステムの「統一納付書マスタ」にアップロードする。納税義務者は、納付書

に記載の eL 番号の入力もしくは eLQR の読取にて、統一納付書マスタに照会し、納付を

行う。 

 

３ 構築するシステムの構成図 別図のとおり 

 

４ 取扱う個人情報データの流れ 別図のとおり 

 

５ システム稼働（業務開始）時期 令和 5 年 4 月 1日 

 

６ 適用させる類型事項 

新たに個人情報を電子計算機処理することについて 

条例 11 条第１項 類型 10 

（情報セキュリティポリシーに適合した情報システムの構築） 

 

７ 実施機関（所属の名称） 

行財政局税務部収納管理課 
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システム名 地方税共通納税システム対象税目拡大にかかる共通納税インターフェースシステム
システム構成図

【特定通信】
基幹系に設置する連携用サーバ（図上「基幹系サーバ」）との通信
※税収滞納システムから連携用サーバへはUSBでのデータ受け渡しとなります

【情報系NW】

【LGWAN-ASP】
サービス名：eLTAX共通納税インターフェースシステム
ASPコード：A831541
※地方税共同機構が構築するシステム

共通納税IFSの運用は地方税共同機
構が行うものとなります。
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